
在留外国人の現状と入管行政書士業務の現場 

Green Garden 行政書士事務所 代表行政書士 吉井 朋子様 
 

日本は移民国家であるか？ 
 
日本政府は「我が国は移民政策を

採っていない」と明言しています。
しかし、実質的には外国人労働者や
長期滞在者を広く受け入れている状
況です。出入国在留管理庁の統計で
は、2024 年末時点で日本に在留す
る外国人は約 377 万人（人口の約 3％）。OECD（経済協
力開発機構）、国連経済社会局（UNDESA）、世界銀行な
どの国際機関は、日本について「日本は自らを移民国家
とは見なしていないが、実際にはそうなっている」と分
析しています。 
 

移民国家（外国人を恒久的に受け入れ、国民として統
合することを国家方針に含む国）に関する是非について
は様々な意見があることと思います。外国人に関連する
怖い思い、嫌な思いをした人もいれば、外国人社員の頑
張りに助けられている企業も多くあります。また、制度
設計の在り方にもよっても見方は変わってくるでしょう。 
 

さて、恒久的な定着を前提としているかどうかは別に
して、実際に日本で学びたい、働きたい、暮らしたいと
いう外国人は大勢います。私たち行政書士の専門業務の
１つである在留関連業務は、そうした外国人のためのビ
ザサポートを行う仕事です。外国人のために行うサポー
トではありますが、現実には外国人を雇用する企業様の
サポートでもあり、外国人と結婚した日本人のサポート
でもあります。 
 

日本のビザのルールは厳格です。「出入国管理及び難
民認定法」という法律に則っていますが、広い裁量権が
入国審査官に与えられており、公表されている書類を揃
えて提出すれば許可が下りるというわけではありません。
前述のとおり「移民を認めていない」ため、「何もしな
いがただ日本に住みたい」という理由で来日することが、
原則的にはできないことになっています。目的がある人
でなければ、日本に中長期的に滞在することができない
仕組みです。日本に滞在する目的や日本で行う活動が明
確であれば、取得すべきビザの種類も決まってきます。
ビザ専門行政書士の業務は、ヒアリングを経て、取得す
べきビザの種類を判断し、相談者がそのビザを取得でき
る条件を備えているかを確認することから始まります。
日本で行いたいことが曖昧な人や、最低限の学歴要件や
職歴要件を備えていない人からの相談は初動が肝心です。
ヒアリングが不十分であると、あらゆる可能性を探るこ
とができず、日本で活動できる可能性があるにもかかわ
らず諦めざるを得ない結果となる場合があります。逆に、
楽観視して安易に進めると申請直前に行き詰まり、トラ
ブルに発展するケースもあります。日本の入管法令、労
働法令、各国の教育制度や社会保障制度などについての
知識も踏まえつつ、お客様のサポートを行っております。 
 

私たちのサポートとは、何が何でもその外国人のビザ
を取得することではありません。外国人にも、受入企業
にも、日本のビザのルールを理解していただき、適法な 

 
手続きを踏めるようリードすることです。そのため、ご
依頼主の会社に対し「社長、この人の雇用は諦めた方が
良いですよ」という助言を行うこともあります。ついつ
い外国人本人に肩入れしすぎて、ビザを取るために（事
実を曲げて）どうすればよいか、という考えに傾いてし
まう社長様もいらっしゃいますが、それは会社のために
も本人のためにもなりません。その点をしっかりお伝え
しておくことで、社長自らが不法就労助長罪に問われる
リスクを回避できます。 
 
このようにして、外国人サポートでありながらも、企

業のコンプライアンス遵守をお手伝いするのが私達の役
割です。不法就労をした場合、外国人本人が罰を受ける
のは当然ですが、同時に、受入会社の役員が逮捕される
ことも珍しくありません。入管法の罰則は厳しく「知ら
なかった」では済まされません。つまり故意でなくとも
社長は罪に問われます。労務管理の一環として専門家と
相談しつつ注意を払うことが求められます。 
 
今、日本では外国人を見かけることが本当に多くなり

ました。しかし、それでもまだ日本人と外国人という壁
があります。「違い」はあって当然ですが「壁」は少し
ずつ低くなれば良いと考えています。私は、日本が今よ
りもっと当たり前に、正しく、外国人を雇用できる社会
になればいいなという思いで今の仕事をしています。
「当たり前」にそれをするためには、より良い法整備も
必要ですし、外国人の方に日本のルールや言語を理解す
る努力をしていただくことも大切です。私達行政書士の
ような専門家がサポートに入ることで、その一部を判り
やすく伝達し、企業や外国人の方が知らず知らずのうち
に法律違反を犯すことを未然に防ぐことができるのです。
そのようにして誰もが入管法を恐れずに雇用する・され
ることができるよう、優しく、厳しく、丁寧に、国内外
のお客様と日々向き合っています。 
 


